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府中市次世代育成支援行動計画（後期計画）の概要 

 

１ 計画の性格                            

＊＊ 

○府中市次世代育成支援行動計画は、次世代育成支援対策推進法（以下、「法」とい

います。）に基づく本市の市町村行動計画として策定されたものです。少子化の進

行や子育て家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、少子化対策の推進や子育て

環境の向上に資するための次世代育成支援（子ども・子育て支援）対策の平成１７

年度以降１０年間の集中的・計画的な取組を進めることを目的としています。 

 

○法では、平成１７年度から平成２１年度までを前期計画期間、平成２２年度から平

成２６年度までを後期計画期間としており、府中市次世代育成支援行動計画（後期

計画）（以下、「本計画」といいます。）は、この後期計画となるものです。 

 

○また、本計画は、府中市総合計画を上位計画とした本市の子ども・子育て支援施策

に関する行政分野計画であるとともに、児童福祉法に基づく保育計画その他の子ど

も・子育て支援施策に関する法定計画を含みます。 
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２ 計画の基本的な考え方                       
＊ 

○本計画では、子どもたち一人ひとりを生まれる前からかけがえのない存在としてと

らえ、子ども自身の最善の利益が実現されるよう子ども・子育て支援施策を推進し

ていくこととし、基本理念、基本目標を次のとおり定めています。 

基本理念 
次代を担う子ども一人ひとりを生まれる前から大切にし、 

子どもの立場・視点を最大限尊重する 

基本目標 
ひとみ輝け！府中の子どもたち 

～心豊かな子どもがいきいきと育つまち～ 

 

○また、各種施策を進めていく上での方向性として「子ども支援」、「親支援」、「地域

づくり」、「社会全体での支援」の４つの観点からなる基本方針を定めています。 

府中市子ども・子育て支援計画 

府中市次世代育成支援行動計画 

前期計画 後期計画 
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３ 計画の体系                           

 

基本理念、基本目標及び基本方針に基づく９つの目標と４０の施策の下、３７３事

業を体系化して本計画に位置付けています。 

 

【計画の体系図】 

施策

（1）情報提供体制の充実
（2）子どもと家庭に関する相談体制の充実
（3）児童虐待への対応と防止

（1）子育て中の親子が集い、交流できる場の整備
（2）地域のつながりの構築
（3）相互支援活動の活性化
（4）子育て家庭の経済的負担感の軽減

（1）保育所待機児童の解消
（2）多様な保育サービスの提供
（3）保育所サービスの質の向上
（4）幼児教育の推進
（5）幼児教育の経済的負担感の軽減

（1）健康に関する情報提供及び啓発
（2）妊娠期からのこころとからだの支援
（3）健康診査や予防接種の実施
（4）休日・夜間診療の実施

（1）自立を支援するための情報提供・相談
（2）日常生活への支援
（3）自立や就業への支援
（4）ひとり親家庭の経済的負担感の軽減

（1）障害への理解・啓発の促進
（2）障害に関する相談
（3）日常生活への支援
（4）早期発見と早期療育の充実

（1）健全育成に関する情報提供及び啓発
（2）児童生徒及び保護者等への相談の充実
（3）次代を担う人の育成に向けた学校教育の推進
（4）特別支援教育の充実
（5）地域の教育力の活用
（6）放課後児童の健全育成
（7）多様な体験機会の提供
（8）地域における活動の支援
（9）保護者の経済的負担感の軽減

（1）ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発
（2）男女の協力による子育ての推進
（3）市内の企業・職場への働きかけ

（2）安全対策の推進
（3）居住への支援

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスの推進

9
安全・安心
のまちづく
りの推進

（1）ユニバーサルデザイン（特に子どもの立場に
（1）立った視点）の推進

基本理念 基本目標 基本方針 目標

6
障害のある
子どもと家
庭への支援

3

子ども・子育
てを見守り、
はぐくみ、支
える地域をつ
くります

（5）障害のある子どものいる家庭への経済的負担
（5）感の軽減

7
次代を担う
人の育成と
教育の充実

4

社会全体で子
育てを支援
し、子育てを
応援していく
意識づくりに
努めるととも
に、ワーク・
ライフ・バラ
ンス（仕事と
生活の調和）
を推進します

8

2

親が親として
育ち、安心し
て子育てがで
きるように支
援します

4
母と子ども
の健康支援

5
ひとり親家
庭への支援

次
代
を
担
う
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
を
生
ま
れ
る
前
か
ら
大
切
に
し

、
子
ど
も
の
立
場
・
視
点
を
最
大
限
尊
重
し
ま
す

ひ
と
み
輝
け
！
府
中
の
子
ど
も
た
ち
　
心
豊
か
な
子
ど
も
が
い
き
い
き
と
育
つ
ま
ち

1
子育て不安
の解消

1

子どもの幸せ
をまず基本に
考え、子ども
がいきいきと
健やかに育つ
環境をつくり
ます

2
地域におけ
る子育て支
援

3
保育サービ
スの充実
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４ 目標・施策・事業                          

 

本計画では、目標ごとに現状と課題を整理し、施策ごとの方向性を示します。各施

策に連なる事業については、新規・重点・継続の区分を設け、そのうちの新規・重点

事業については、計画期間の終了する平成２６年度の目標を掲げています。 

 

○目標１ 子育て不安の解消（全３施策 全５９事業） 

 

○目標２ 地域における子育て支援（全４施策 全４５事業） 

 

○目標３ 保育サービスの充実（全５施策 全２７事業） 

 

○目標４ 母と子どもの健康支援（全４施策 全３６事業） 

 

○目標５ ひとり親家庭への支援（全４施策 全２３事業） 

 

○目標６ 障害のある子どもと家庭への支援（全５施策 全３８事業） 

 

○目標７ 次代を担う人の育成と教育の充実（全９施策 全１２０事業） 

 

○目標８ ワーク・ライフ・バランスの推進（全３施策 全８事業） 

 

○目標９ 安全・安心のまちづくりの推進（全３施策 全１７事業） 

  

 


